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「医療的ケア児支援部会」出席報告     4.2.7 於：リモ−ト開催 

豊橋市 中神 
 

 

 

<療的ケア児支援センターの設置について> 
  令和 3 年 9 月に医療的ケア児支援法が施行され、国や地方自治体に対して、ケア児の保育・教育体制の

拡充を求めると共に、看護師を保育園や学校に配置するなどの「必要な措置を講じる」と明記されました。

またケア児や家族の相談に応じる医療的ケア児支援センタ－を都道府県に設置することも盛り込まれました。 

愛知県としても医療的ケア児等への支援は今まで市町村等における協議の場の設置やコ－ディネ－タ－の

配置等地域における支援体制の整備を進めてきました。しかし医療的ケア児等への支援は子どもの症状や家

庭の状況、成長段階に応じた一人一人のニ－ズに対応する必要があり、支援を行うためには専門的な知識や

経験が求められ、また医療的ケア児が利用できる社会資源の状況も地域によって様々であることから地域の

支援体制を専門的、広域的に支える仕組みづくりが課題となっています。そこで下記の通り支援センターを

設置し、地域では対応が困難な専門性が必要な相談への対応や、看護師、介護職員等の医療的ケア児への支

援を担う人材の養成などを行う事としました。 

 

医療的ケア児支援センター・・地域の支援体制を専門的・広域的に支える体制を構築 
○基幹支援センター・・地域支援センターにおいて対応困難な高度で専門性が必要な相談対応  

重症心身障害児施設等 担 当 圏 域 

・愛知県医療療育総合センタ-(春日井市) 尾張北部・東部 

 

○地域支援センター・県内 7 箇所・・市町村等において対応困難な専門性が必要な相談対応  

重症心身障害児施設等 担 当 圏 域 

・愛知県医療療育総合センタ-(春日井市) 尾張北部・東部 

・一宮医療療育センター(一宮市) 尾張西部 

・愛知県青い鳥医療療育センター(西区) 名古屋・尾張中部(除く名古屋市)・海部 

・大同病院(南区) 名古屋・尾張中部(名古屋市) 

・重心施設にじいろの家(東海市) 4 年度秋開所 知多半島・西三河南部西 

・愛知県三河青い鳥医療療育センター(岡崎市) 西三河北部・西三河南部東 

・信愛医療療育センター(岡崎市) 東三河北部・南部 

【*資料 1 愛知県における医療的ケア児への支援体系図（ｐ3）をご参照】 
 

私たち医療的ケア児とその家族としては、相談支援専門員や保健師等を通して、さまざまな相談や各種相

談の対応、切れ目のない支援等、総合的な役割を担う地域の医療的ケア児等コ－ディネ－タ－ 

を活用し、子どもたちが切れ目ない支援を受けられ成長することを願うばかりです。 

 なお、研修を終えた医療的ケア児等コ－ディネ－タ－は県内で 211 名(R3 年 5 月現在。うち豊橋 11 名 

田原市 3 名)となっています。                
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 令和 3 年 9 月の医療的ケア児支援法施行に伴い、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受

けられるよう支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものと明記されました。 

令和 3 年 5 月に災害対策基本法が改正され、私たち医療的ケア児者等障害児者の親として下記 4 項目に注

目したいと思います。 

① 『個別避難計画作成』が努力義務になったこと。 
② 3 条件があるものの『自宅避難』が明記されたこと。 
③ 『指定福祉避難所制度』ができたこと。 
④ 医療的ケア児等重心児の『避難行動要支援者名簿登録』が明記されたこと。 

① ⇒市町村の『個別避難計画』作成が任意⇒努力義務になったことにより、今まであまり作成されてい

なかった災害時の個別支援計画作成が進展する事を期待したいと思います。 

   ② ⇒避難は避難指示が発令されたら必ず避難することになりました。避難の方法としては 1 避難所、2

安全な親戚知人宅、3 安全なホテル旅館、4 屋内安全確保の 4 つの方法が明示され、屋内安全確保は

次の 3 条件が確認できれば自宅避難も可能と明記されました。 

●氾濫想定区域に入っていない ●浸水深より居室が高い ●水や食糧などの備えが十分 

    障害児者、特に重症心身障害児者は一般の避難所では一日でも過ごすことが難しく、「避難しない」「避

難できない」という家族が多く、自宅避難が明記されたことは大変喜ばしい事だと思います。 

③ ⇒指定福祉避難所制度ができ直接福祉避難所に避難できるようになりました。あらかじめ市町村が

受入対象を決めておき、本人と家族のみが避難できます。現在の福祉避難所は殆ど一般の避難所から

支援が必要な人に福祉避難所に移ってもらう形だと思います。そうしないと地域の方々が殺到し、本

来入れるべき人が入れないという状況になってしまいます。障害児者が避難所で少しでも安心して

過ごせることはとても大切だと思います。市町村に指定福祉避難所の推進を積極的にお願いしてい

きましょう。 

④ ⇒避難行動要支援者名簿登録は従来高齢者を中心に登録されていました。しかし災害時、親だけでは

避難が困難な場合も多く、医療的ケア児等重心児の登録が認められたことは大変嬉しいことです。6

年前小児学会で国が重心児の登録を認めてくれたとお聞きし、早速市役所に赴き、医療的ケアのある

重心の 3 歳の子どもさんを登録していただきました。 

 『災害時でも医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けられるようにする』ことはとても大切だと思い

ます。これからもみんなで知恵を出し、力を合わせてやっていきましょう。 

 

 

 

平成 24 年 4 月の社会福祉及び介護福祉法の改正により、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の

下に痰の吸引等の行為を行えるようになりました。その研修補助金等についての説明があります。 

・医療的ケア児総合支援事業⇒障害児通所支援事業所等の職員に対する医療的ケアの知識・技能の習得 

・医療的ケア児保育支援事業⇒保育所の体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る 

・研修受講支援事業⇒介護事業所の職員の資質の向上を図る 

 補助基準額:第１号・第２号研修・・18 万円、第３号研修・・6 万円。補助率:1/2          以上 
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「医療的ケア児検討会」参加報告 

                                   2022.1.13  於:-ほっとぴあ 

                                             中神 

 豊橋市の「医療的ケア児検討会」に出席しましたのでその概要を報告します。 
○医療的ケア児検討会について 

・Ｈ28 年の児童福祉法の改正により、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることができるよう関係機関
が連携体制を構築し、継続的に意見交換や情報共有を図る「協議の場」の設置が明記され、自立支援協議
会の専門部会として発足。年 2 回開催。メンバ−は諸機関 20 名。 

 
○豊橋市医療的ケア児者の実態調査の実施報告(対象は 0～40 歳未満) 
①目的⇒医療的ケア児者の実数・状況を把握し、必要な支援が途切れないための基礎資料とする 
②実施時期⇒令 3 年 10～11 月 
③調査機関・方法 
 ・病院、訪問看護、医療的ケア受入事業所、こども発達センタ−等関係機関等にメ−ルにて依頼 
④調査結果(把握対象人数 101 人) 
 ・年齢⇒0～6 歳 19 人(19%)、7～18 歳 40 人(40%)、19～39 歳 42 人(41%)、 
  ・医療的ケアの内容(重複回答あり) 
  ⇒経管栄養 58 人、喀痰吸引(口腔鼻腔)57 人、人工呼吸器管理 40 人、気管切開 33 人、 

喀痰吸引(気管カニューレ)32 人、導尿 32 人、酸素吸入 29 人 他 
 ・運動機能⇒走れる・歩ける 22 人(22%)、座れる 9 人(9%)、寝たきり 70 人(69%) 
⑤医療的ケア児を取り巻く課題(主項目) 
 ・対応可能な往診医、訪問医がいない⇒現状 1 か所のみ。医師会等を通してお願いしていく。 
 ・医療的ケアに対応できるショ−トステイ先・レスパイト先が殆んどない⇒引続き要望していく。 
 ・災害時の支援策⇒個別支援計画に災害時の支援を具体的に記入する欄を設けて、個別に対応する。 
 ・災害時福祉避難所への直接非難⇒R3/5 月改正で指定福祉避難所が制定され直接避難が可となった。 
 ・医療的ケアに関する研修機会が少ない⇒今後研修会をほっとぴあを中心に企画立案し開催していく。 
 ・通園通学時、親の送迎負担が大きい⇒対応可能な放課後等デイ事業所の拡大、看護師活用の要望。 
   (介護者が病気等で送迎不可⇒看護師同乗の介護ﾀｸｼ-等を要望していく⇒4/4 月より名古屋で実施) 
 ・特支入学時、看護師にケア事項を引継ぐ負担が大⇒学校としても負担軽減に努力中。  

・特に通学前の児童で支援が途切れることがある⇒医療的ケア児等コ−ディネ−タ−の有効活用。 
 ・動ける医療的ケア児(走れる、歩ける)の増加⇒まだまだ人数が少なくこれからの課題である。 
  
○医療的ケア児等コ－ディネ－タ－について 

 ・コ−ディネ−タ−は H30 年に発足し、相談支援専門員や保健師等が医療的ケア児とその家族からさまざ
まな相談を受け止め、各種相談の対応、切れ目のない支援等、総合的な役割を担う。 

  
○医療的ケア児支援法の施行 (R3/9 月) 
・国や地方自治体に対して、ケア児の保育・教育体制の拡充を求めると共に、看護師を保育園や学校に配置

するなどの「必要な措置を講じる」となっています。またケア児や家族の相談に応じる医療的ケア児支援
センタ−を都道府県に設置することが盛り込まれました。 

 ⇒県の基幹支援センタ-は県医療療育総合センタ-(春日井市)、各地区支援センタ-は県内 7 箇所-に設置。東
三河は信愛医療療育センターが担い、家族やコ−ディネ−タ−からの相談に対応する。  

以上 
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 医療的ケアネット・オンラインシンポジウム(第２回)出席報告 2022.2.19 リモ−ト開催 

 

医療的ケア児支援法を受けて(就学前から卒業まで、医療的ケア児と家族を支える) 
講師・タイトル・講演要旨 
1.高田  哲(神戸市総合療育センター⾧・診療所⾧) 
 ・タイトル(医療的ケア:保育園・こども園での受け入れ-現状と課題) 
 <講演要旨> 

 〇神戸市の医療的ケア児の現況および安全管理上や就学後の体制整備の必要性について説明有。 
 〇今後の課題として通所通園の送迎問題、受入施設不足(要身近)等があり。 

2.伊藤  毅(一社・全国重症児者デイサービス・ネットワーク代表理事) 
 ・タイトル(重症児者デイサービスからはじめる地域生活:全国と愛知県の現状) 
  <講演要旨> 

 〇住み慣れた地域で暮らせる社会を目指して、支え合い・助け合い・繋がり合う。 

 〇児童福祉法のデイサービスは「児童発達支援」(未就学児が対象)と「放課後等デイサービス」(学齢期小
中校が対象)があり、主たる対象が重症心身障害児の場合が重症児デイサービスである。 

 〇重心型事業所の定員は 5 人で全国の約 9 割がそうであるが、医療的ケア児全国 19 千人に対し、 

  利用者は約 4 千人(約 2 割)にとどまっていて、利用者がまだまだ少ない状況である。 
3.上田 一稔(愛知県日進市 NPO 法人幸せつむぎ and にこり日進・施設⾧) 
 ・タイトル(児童発達支援事業所(重心型)における医療的ケアの取り組み) 
 <講演要旨> 

 〇１日の定員 5 名に対し、看護師が 3 名等職員 18 名で対応。 

 〇送迎も行い、保護者の負担軽減に努め、同年代の子どもと殆ど同じ活動に行うようにしている。 

 〇動ける医療的ケア児には床拭き等の作業にもチャレンジしてもらっている。 
4.上野多加子(名古屋市 NPO 法人まいゆめ・理事⾧) 
 ・タイトル(医療的ケア児を中心とした放課後等デイサービスの取り組み) 
 <講演要旨> 

 〇医療的ケアがあっても安心安全に過ごせる場所づくりを目指して看護師が立ち上げた施設。 

 〇治療とは違う「生活と育ち」を支える支援を実行している。 

5.植田 陽子(医財・はるたか会) 
 ・タイトル(豊中市小中学校における医療的ケア児支援の取り組み) 
  <講演要旨> 

〇医療的ケア児等の「就学相談」は前年の 6 月頃から始まるのが一般的である。 
〇親の考えを確認し、専門家の意見を参考にして、通常 1 月には決定される。 

〇学校教育は教員が行う指導が柱で、それを支えるために看護師が必要である。 

 〇人工呼吸器はメガネと同じで、子どもたちの成⾧をみんなで喜び一緒に見守っていきたい。 
【座⾧】三浦清邦(愛知県医療療育総合センター中央病院・副院⾧/NPO 法人医療的ケアネット理事) 

(参加後の感想) 

今回のシンポジウムではそれぞれの立場からいろいろなご意見をお聞きし、とても参考になりました。 
医療的ケア児支援法が昨年 9 月に施行され、保育園や学校に看護師を配置するなどの必要な措置を講じると

明記され、医療的ケア児の追い風を感じます。私たちはこれからも「医療的ケア児の家族の幸福」を目指し

て努力していきたいと思います。                         中神 
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                                  於:さくらピア 4.3.11 中神 

 

3.11 を忘れない集い「今すぐ防災!! 災害まったなし!!」 

 東日本大震災から 11 年、今年もさくらピアで 3.11 を忘れない集いが開催されました。コロナの影響で参

加人数は約 20 名としました。 

第一部・・防災講話(講師:防災危機管理課・石野主査) 

<話のポイント> 

・平成 7 年発生の阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ全国各地で起きた地震、風水害の当時の生々しい

被害状況を 1 年の派遣経験を活かし写真等で説明。かなりショッキングな映像が多くあった。 

・避難所の様子も雑魚寝から通路確保、間仕切り設置等徐々に進歩している様子が伺われた。 

・南海トラフ地震が発生する可能性は 30 年以内に 70～80%の確率であり、十分注意すること。 

・災害は他人事ではなく、我が事であることを肝に銘じて行動する必要がある。 

・まとめとして①自分の命は自分で守る、障害児者の命は家族で守る体制作り(建物の耐震化、家具の転倒防

止、ガラスの飛散防止、水や食料の要備蓄等)②避難所を確認しておく③隣近所の支援体制が必要(普段か

ら声掛け等顔の見える体制づくり、障害児者の事を知ってもらっておく等)である。 

第二部・・応急手当のワンポイントレッスン(講師:さくらピア・杉浦氏) 

・手ぬぐいを使った止血方法と応急処置⇒手ぬぐいを折り曲げ、包帯として活用する簡易な応急処置。 

 ⇒災害時等緊急時にはとても便利で、役に立つことを再認識しました。 

第三部・・避難訓練⇒桜が丘公園に全員が避難                         以上 
 

 

 

 

  

東日本大震災 
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階段昇降機導入のご報告              2022.4.1 

小林将貴 

娘の小林咲貴は地域の小学校に通っていますが、今回、階段昇降機を導入していただけることになりまし

た。まだ実際には使用しておりませんが、導入に至った経緯についてご報告いたします。 

 

娘は脳性麻痺のため、自力歩行ができず日常的に車椅子を利用しております。娘が通っている小学校は築

年数も古く、エレベーターはありません。小学 1・2 年生の時は教室が 1 階にありましたので、校内の移動が

問題になることはほとんどありませんでしたが、3 年生からは交流級の教室が 2 階となりました。介助をす

ればなんとか階段を上れたこと、まだ体もそう大きくなかったことより、朝は私（父）が小学校まで送って

いき、そのまま階段で歩行の介助しながら 2 階まで登り、学校の先生に引き継ぐということをしていました。

特別教室などで日中に階段の移動が必要な時は、学校の先生に階段昇降の介助やおんぶもしくはだっこをし

ていただいておりました。 

4 年生になり、徐々に体も成⾧してきたため、学校の先生一人では階段昇降の介助が難しくなってきまし

た。当初は先生二人で介助していただく方法による移動を考えていただきましたが、実際に行ってみると、

バランスを崩しやすく危ないということが分かりました。 

2016 年 4 月に施行された障害者差別解消法という法律では、国・地方公共団体に対して、合理的配慮不提

供の禁止が法律義務として位置づけられており、文部科学省は学校に対してエレベーターの積極的な設置を

呼びかけています。しかし、現在、豊橋市内の小中学校でエレベーターがあるのは 74 校中 3 校のみです。エ

レベーターを設置していただくことが最善であることに異論はありませんが、古い校舎にエレベーターを増

設してもらうことの合理性が乏しいこと、設置にかかる費用が莫大な金額になることから、エレベーターの

設置は現実的ではないと感じていました。 

あまり良い解決策が見いだせない日々が続きましたが、関係する方々にお願いを繰り返したところ、階段

昇降機を使うという案が出てきました。その後、年末に階段昇降機のデモが行われました。デモは２機種を

行い、機種の決定に至りました。私も試乗させてもらいましたが、廊下から階段に上がる数段は振動が大き

いものの、数段上がってしまえばその後はそれほど振動は気にならないものでした。 

小学校に導入していただいたことは、関係される方々が導入に向けて動いていただいた結果だと思ってお

り、大変感謝しております。また、今後もより多くの学校に階段昇降機が導入されることを願っています。 
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【豊障連行事】  

はたちの集い 

（2022.1.8：於：あいトピア） 

 

 １月 8 日、あいトピアではたちの集いが開催されました。今年は市内で 61 名の方が新成人を迎えられまし

た。父母の会の会員の方は 1 名です。 

お名前は 

足立直生さんです。 

本当におめでとうございます。足立直生さんが下記の通り素晴らしい誓いの言葉を述べられました。 

式はお祝いの言葉、記念品贈呈、ご祝辞、誓いの言葉、記念撮影で終えることが出来ました。今年はみん

なで新成人を祝福できて、とても良かったです。おめでとうございます！！ 

 

誓いの言葉 

本日、20 歳を迎えた私たちのために、このようなお祝いの会を開いていただき、ありがとうございます。 

今日の日を迎えることができたのも、今まで支えてくれた家族、先生、お医者さん、多くの方のおかげで

す。ありがとうございます。 

私は今、ワークショップ杜で働いています。作ったものは自動車の部品になると聞いています。そこでい

ただいたお金は、自分の好きな本などに使っています。 

これからも社会人として、一生懸命頑張っていきます。 

令和 4 年 1 月 8 日 新成人代表 足立直生 

 

  

 

 

  

祝！新成人 
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成人おめでとうございます 

  

皆さんのミニ情報をお待ちしており

ます。新聞記事、その他の原稿でも大丈

夫です。匿名希望でも可！役員に直接

か、最終ページの下記の所までお送り

ください。 
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【父母の会行事】 

♡  

 

おうちでクリスマスケーキ ♡ 
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サンタさんといっしょに撮影
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サンタさんありがとう 
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お願い!! 

申込みをして、使用しないハガキがありましたら 

父母の会に寄贈してください。よろしくお願いします。 

5/31 まで！ 
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【好きなこと】 

ヘルパーさんにご飯を食べさせてもらうこと。 
【趣味・得意なこと】 

音楽を聞いて、一緒に歌うこと。 
【がんばっていること・自己ＰＲ】 

ショートステイで新しい所に行き始めました。 
一人で寝ることがうれしいです。 

【自己紹介の写真】 

写真は先日のさくらピアで自撮りしたものです。 

 

【趣味・得意なこと】 

YouTube を観たり、あつ森(あつまれどうぶつの森)
にハマっています。 
 
 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校名・学部・学年】 

豊橋特別支援学校 

小学部 2 年 

 

 

 

【通所施設】 

 しろがね・ 

 シーサイド吉前 

 
【趣味・得意なこと】 

アイロンビーズ。映画のパンフレットや本
を読む 
【今後の夢】 

働いて稼いだお金でカリフォルニアディズニー
ランドに行くこと 
【がんばっていること】  

仕事を休まず行き、楽しく毎日過ごしていま

す。少しコロナが落ち着いた時、大好きなディ

ズニーランドに行き、とても楽しかったので、

これからも頑張って働いて自分が楽しめる所に

たくさん行きたいです。 

 

 

【通所施設・年齢】 

ワークショップ杜 

20 歳 

【好きな事】 

映画鑑賞 
 

 

【生まれた年】1985 年生 

【卒業後の生活】 

豊橋養護学校(現 豊橋
特別支援学校)卒業後、 
がんばるっぺの家(社会
福祉法人ふたばの前身)、
ふたばへ通所していた
ものの、身体の不調で現
在は、自宅でポイ活中。 
 

友だち紹介 
 

【好きなこと・食べ物】 

お出かけ・温泉・音楽を聞くこと・楽器演奏、 

甘いもの大好きなスイーツ男子です。 

【がんばっていること・自己ＰＲ】 

暖かくなったら公園を歩行器で散歩したいなぁ

‼今年も笑顔いっぱいで、素晴らしい年にする

ぞ～！ 
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５月１７日（火）○父母の会 Q&A 委員会・あゆみ学園 

５月２９日（日） 善意フェスティバル・豊橋動植物公園 

６月１２日（日） 父母の会創立 60 周年記念大会・あいトピア 

６月１８日（土）○愛肢連定期総会・豊川商工会議所 

６月２５日（土） 豊障連大会・あいトピア 

７月 ２日（土） 児童部座談会・あいトピア 

７月１５日（金）○父母の会 Q&A 委員会・あゆみ学園 

７月２４日（日） 東三ブロック療育訓練会・場所未定 

８月 ６日（土）○豊障連納涼夏祭り・さくらピア 

８月２１日（日）  いきいきフェスタ・ライフポートとよはし 

９月１６日（金）○ゆり組講座・こども発達センター 

９月２４日（土） さくらピア防災講演会・さくらピア  

９月２５日（日） 野外訓練会・豊橋動植物公園  

〇印の参加募集ありません 

※予定は順次ご案内いたします。急な変更・中止となる場合がございます。ご了承のほどお願い致します。 

 

☆あとがき☆ 

・今回の表紙は池水謙太さんの作品です。とても素敵な作品をありがとうございます。 

・「父母の会ふれあい短期介護支援」「父母の会入院付添い支援」を活用しましょう。短期介護支援や入院付

添い支援は緊急時や入院時に見てもらう人がいないとき、同居以外の親族等にみてもらい、その介護支援費

用（1 日 4 時間以上・5,300 円）のうち 4,500 円を父母の会で負担するものです。使ってみたいと思われた

時、分からない事があった時には遠慮せずにご相談ください。会員の皆さまのご意見、ご要望を受けてより

利用しやすい事業にしていきたいと思っています。 

・父母の会相談員は中神達二、鈴木智江子、後藤久代、松井理津子、磯田しのぶ、尾崎博美、奥平久美子で

す。悩み事・心配な事、何でも気軽に相談してください。 
・原稿や感想文を寄せていただいた方には、クオカードをプレゼントしています。積極的に投稿をお願いし

ます。 
・新会員も大募集中です。隣近所でまだ父母の会に入会されていない方がありましたら是非ご紹介ください。

手帳をお持ちであれば障害の種別は問いません。 
・年会費は￥2,000 です。年会費は振込みも出来ます。年会費がまだ納めてない方は下記の振込先に振り込

みをお願いします。（できるだけ同封しています振込用紙をご使用ください） 

ゆ う ち ょ 銀 行  口 座 番 号 00840-1-135126  加 入 者 名  豊 橋 市 肢 体 不 自 由 児 ( 者 ) 父 母 の 会         

ゆうちょ以外の銀行等からの振込の場合 ゆうちょ銀行:店番 089 口座番号 0135126 口座名:同上 

＜お願い＞                                             
・いろいろな行事について出席のご返事のあと変更になった場合は 中神 まで電話または FAX かメール 

にてご連絡お願いいたします。掲載したいミニ情報もこちらまでよろしくお願いします。 
 TEL：0532-23-3217   FAX：0532-23-4830  E-mail：rsa34375@nifty.com  

＜ ＞ 


